
 
 

 

市第 128号議案 第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定 

Ⅰ 計画書の構成及び議案部分について                               
◆「議会基本条例」における議決対象となる計画の考え方 

「第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」は、本市の高齢者保健福祉及び介護保険制

度の総合計画であるため、平成 29年 10月の常任委員会での決定に基づき、議決の対象となります。 
〔参考〕 

条例第 13 条第３項「市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針等（当

該計画、指針等の期間が３年以上のもののうち、市政運営上特に重要なものに限る。）の策定、変更又

は廃止」 

 
＜ 第７期計画の構成 ＞ 

 

 

第６期計画における取組

指標・事業量・主な取組

指標・事業量・主な取組

指標・事業量・主な取組

指標・事業量・主な取組

指標・事業量・主な取組

指標・事業量・主な取組

第７章　介護サービス量等の見込み・保険料の設定

Ⅰ　地域共生社会の実現に向けた地域づくりを目指して

Ⅱ　地域生活を支えるサービスの充実と連携強化を目指して

Ⅲ　認知症にやさしい地域を目指して

Ⅳ　ニーズや状況に応じた施設・住まいを目指して

Ⅴ　安心の介護を提供するために

Ⅳ　地域包括ケア実現のために

第７期計画の基本目標と施策体系

日常生活圏域の設定

第５章　具体的施策

議決範囲となる内容

第６章　横浜型地域包括ケアシステム構築に向けた区行動指針の概要

議決範囲外となる内容

第１章　計画策定の趣旨

第２章　横浜市の高齢者を取り巻く状況

第３章　2025年の目指す将来像と横浜型地域包括ケアシステム

第４章　計画の基本目標

第７期計画に向けた課題

そ
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他
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議決 

範囲 

となる 

内容 

【計画の基本的な方向性を記載した内容】 

１ 計画の趣旨・位置づけや計画期間 等 … 第１章 

２ 2025年の目指す将来像と横浜型地域包括ケアシステム … 第３章 

３ 課題や計画の基本目標 … 第４章（第６期計画の取組除く。） 

４ 具体的施策 … 第５章（指標、事業量及び主な取組を除く。） 

⇒上記１～４は、今後３年間の本市における高齢者保健福祉施策及び介護保険制度の基本

となる考え方を示しており、市として共通認識を持って推進する内容であるため、議決

の範囲となります。 

議決 

範囲外 

となる 

内容 

１ 横浜市の高齢者を取り巻く状況 … 第２章 

２ 指標、事業量及び主な取組 … 第５章の一部 

３ 横浜型地域包括ケアシステム構築に向けた区行動指針の概要 … 第６章 

４ 介護サービス量等の見込み・保険料の設定等 … 第７章 

５ その他（各種データ、図・表、コラム、事業・用語解説、個別事業、参考資料等） 

健 康 福 祉 ・ 医 療 委 員 会 

平 成 3 0 年 ２ 月 2 0 日 

健 康 福 祉 局 

※ 介護保険料については、平成 29年 12月に国から示された介護報酬改定率等を受けて精査し、基

準月額を 6,200円とする介護保険条例改正案を提出しています。条例改正議決後、３月末に策定・

公表する本計画において介護保険料を記載します。 

 



 
 

Ⅱ パブリックコメント実施結果について                            

１ 実施概要 

平成 29 年 10 月 30 日に計画素案を公表し、市ホームページや広報よこはまへの掲載、区民説明会の開

催、関係団体への説明などを行いました。また、はがき、ファクシミリ、電子メール、電子申請などによ

り意見等を募集しました。 

【市民意見募集期間】平成 29 年 10 月 31 日（火）～12 月 28 日（木） 
 
２ 実施結果 

【意見の内訳】 

内訳 件数 構成比 備考 

○区民説明会 446件 45.8% 
1,379人参加（18区合計） 
アンケート 754枚（うち意見提出者 236人） 

○関係団体等 244件 25.1% 25団体に説明 
○意見募集はがき 93件 9.5% 53通 
○ファクシミリ 89件 9.1% 39通 
○電子メール 36件 3.7% 16通 
○電子申請 40件 4.1% 29件 
○郵送・持参 26件 2.7% ３通 

合計 974件 100.0%  

【意見の分類】 

内容 件数 構成比 
◇計画全般 82件 8.4% 
◇横浜市の高齢者を取り巻く状況 4件 0.4% 
◇2025年の目指す将来像と横浜型地域包括ケアシステム 17件 1.7% 
◇第７期計画の基本目標と施策体系 6件 0.6% 
◇施策の展開   
 Ⅰ 地域共生社会の実現に向けた地域づくりを目指して 135件 13.9% 
Ⅱ 地域生活を支えるサービスの充実と連携強化を目指して 136件 14.0% 
Ⅲ 認知症にやさしい地域を目指して 45件 4.6% 
Ⅳ ニーズや状況に応じた施設・住まいを目指して 105件 10.8% 
Ⅴ 安心の介護を提供するために 133件 13.6% 
Ⅵ 地域包括ケア実現のために 25件 2.6% 
Ⅶ 介護サービス量等の見込み・保険料の設定等 105件 10.8% 

◇介護保険制度に関する意見 36件 3.7% 
◇高齢者施策に関する意見 39件 4.0% 
◇区民説明会について 79件 8.1% 
◇その他 27件 2.8% 

合計 974件 100.0% 
 

３ 原案への反映状況 

【原案策定に際しての分類】 

内訳 件数 構成比 
 ① ご意見を踏まえ、原案に反映したもの 83件 8.5％ 

② ご意見の趣旨が既に素案に含まれているもの・素案を評価いただいたもの 259件 26.6％ 
③ 計画素案には記載していないが実施中（実施予定）のもの 165件 16.9％ 
④ 今後の検討の参考とさせていただくもの 404件 41.5％ 
⑤ その他 63件 6.5％ 

 合計 974件 100.0％  
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１ 計画策定の趣旨 〔原案：P１～３〕 

  「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」は、老人福祉法第20条の８に基づく老人福祉計画と介護保険法

第 117 条に基づく介護保険事業計画を一体のものとして策定することとして、市町村に義務付けられた、高齢者に

関する保健福祉事業や介護保険制度の総合的な計画です。 

本計画については、第６期計画(平成 27（2015）年度～29（2017）年度)より、「よこはま地域包括ケア計画」と

して位置付け、横浜型地域包括ケアシステムの構築を中長期的な視点で進めていくため、団塊の世代全員が 

75 歳以上（後期高齢者）となる 2025 年を見据えて、目指すべき将来像や介護需要、必要な保険料の推計など

を行っています。 

   第７期計画の期間は、平成 30（2018）年度から平成 32（2020）年度までの３年間です。 
  

２ 2025年の目指す将来像と横浜型地域包括ケアシステム 〔原案：P12～15〕 

   2025 年に向けて、横浜市の目指す将来像と「横浜型地域包括ケアシステム」の構築に向けた視点を次のように

位置付けます。 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

よこはま地域包括ケア計画 
（第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画） 

原 案  【概 要】 

地域で支え合いながら、介護・医療が必要になっても安心して生活でき、

高齢者が自らの意思で自分らしく生きることができる 

2025年の目指す将来像 

 

 
（１）地域包括ケアシステムの実現に向けた目標の共有 

（２）多様な主体による地域包括ケアシステムの構築 

（３）多職種が連携した一体的なケアの提供 

（４）多様なニーズに対応する「施設・住まい」の実現 

（５）市民の意識の醸成 

（６）「地域共生社会」の実現に向けて 

「横浜型地域包括ケアシステム」の構築に向けた視点 

 

■ 「横浜型地域包括ケアシステム」とは ■ 

「横浜型地域包括ケアシステム」とは、横浜市域において「介護・医療・介護予防・生活支援・住ま

い」が一体的に提供される、包括的な支援・サービスの提供体制のことで、地域ケアプラザ（地域包

括支援センター）を中心に、日常生活圏域ごとに進めていくものです。 

具体的には、 

① 活発な市民活動と協働します。 

② 「介護予防・健康づくり」、「社会参加」、「生活支援」を一体的に推進し、健康寿命の延伸につな

げます。 

③ 医療・介護の連携など、多職種連携の強化を進めます。 

④ 高齢者が「地域を支える担い手」として活躍できる環境整備を進めるとともに、医療や介護などの

人材確保・育成に取り組みます。 

 

 

市第 128 号議案関連資料 
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３ 計画の基本目標と施策体系 〔原案：P18～19〕 

   第７期計画の基本目標と６つの基本的な方向及び介護サービス量等の見込み・保険料の設定等を体系立てて、

各種施策を推進していきます。 

ポジティブ・エイジング
～誰もが、いつまでも、どんなときも、自分らしくいられる
「横浜型地域包括ケアシステム」を社会全体で紡ぐ～

基本目標

基本的な方向

Ⅲ 認知症にやさしい地域を目指して

Ⅳ ニーズや状況に応じた施設・住まいを目指して

Ⅴ 安心の介護を提供するために

Ⅰ 地域共生社会の実現に向けた地域づくりを目指して

Ⅱ 地域生活を支えるサービスの充実と連携強化を目指して

○誰もが、いくつになっても、その人に合う役割を持ち、地域の担い手となることができるよう、

「介護予防・健康づくり」、「社会参加」、「生活支援」を一体的に推進し、健康寿命の延伸につ
なげます。

○ 地域共生社会の実現に向け、多様な主体が連携した包括的な支援体制により、活動や支援
が充実した地域づくりを進めます。

○ 医療・介護が必要になっても地域で安心して生活できるよう、在宅生活を支える介護、医療、
保健・福祉の充実を図ります。

○ 医療・介護の連携など、多職種連携の強化を進め、利用者の状況に応じた必要なケアを
一体的に提供することができる体制を構築します。

○認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた良い環境の中で暮らし続けられる

地域づくりを目指します。
○ 認知症の人や家族のニーズを踏まえ、本人の状態に応じて適切な支援が受けられるよう、
医療・介護サービスの適切な提供、連携を推進するとともに、地域の見守りやインフォーマル
サービス等も含めた切れ目のない支援体制の構築を進めます。

○要介護高齢者、認知症高齢者、一人暮らし高齢者等の大幅な増加が見込まれる中で、多様
なニーズに対応し、個々の状況に応じた選択を可能とするため、必要な施設や住まいを整備し
ます。

○施設・住まいに関する相談体制の充実を図り、個々の状況に応じたサービスが選択できるよう

支援します。

○増大する介護ニーズに対応し、質の高いサービスを安定的に提供するため、①新たな介護

人材の確保、②介護人材の定着支援、③専門性の向上を３本柱として総合的に取り組みます。

Ⅵ 地域包括ケア実現のために

○市民に分かりやすい情報の発信や介護サービスの適正な提供・質の向上など、横浜型地域
包括ケアシステムを支える基盤整備を進めます。

介護サービス量等の見込み・保険料の設定等
保険料の推計

目標達成に向けた施策体系
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４ 具体的施策 〔原案：P23～〕 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 地域共生社会の実現に向けた地域づくりを目指して 

１ 介護予防・健康づくり 

地域の中で介護予防や健康づくりに取り組める環境が整い、どのような心身の状況であっても、自分らしく健

康で生きがいのある生活を送ることができる地域づくりを推進します。 

若い世代からの継続的な健康づくりが将来の介護予防につながるよう、行政、地域、企業・団体が協力して、

健康づくり・介護予防が連動した全世代型の取組を進めます。 

【主な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 社会参加 

高齢者がこれまで培った知識・経験を生かし、「地域を支える担い手」として活躍できる環境の整備を進め、

「活力のある地域」を目指します。また、社会参加することにより、介護予防・健康づくりにつながる仕組みづくりを

推進します。 

【主な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ よこはまウォーキングポイントの推進（よこはま健康スタイル）  拡充 

・「よこはまウォーキングポイント」や、「よこはまシニアボランティアポイント」、「よこはま健康スタンプラリー」な

ど、日常生活の中で楽しみながら継続して取り組める仕組みを重層的に推進します。 

・「よこはまウォーキングポイント」では、歩数計に加え、スマートフォンで参加できる歩数計アプリも導⼊し、よ

り広い世代へ働きかけ、参加者の健康⾏動の習慣化を進めます。 

■ 元気づくりステーションの推進  拡充 

・住民と横浜市が協働で行う、介護予防・健康づくりを目的としたグループである「元気づくりステーション」

は、地域の特性に合わせて、体操、ウォーキング、認知症予防、口腔機能向上、栄養改善など様々な活動

を行っています。自治会町内会館、公園、地域ケアプラザ（地域包括支援センター）など、歩いて行ける身

近な場所で、主体的・継続的に介護予防に取り組むグループ活動を拡げます。 

・加齢に伴い虚弱になっても継続して参加でき、役割を持ってお互いに支えあえるグループづくりができるよ

う、リハビリテーション専門職を積極的に活用します。また、民間企業との連携を広げ、より多くの高齢者が興

味を持てる介護予防活動のメニューを取り入れます。 

■ 生きがい就労支援スポットの整備  拡充 

・ライフスタイルに合わせた就労・ボランティア・地域活動等の情報提供を行い、高齢者の活躍の場を創出

する生きがい就労支援スポットについて、モデル事業からさらなる整備に向け検討します。 

・就労先・ボランティア先のさらなる開拓や、就労先へのマッチング率の向上を目指して事業展開するととも

に、地域との連携を強化し、地域での担い手不足の解消や地域課題の解決につなげる取組を推進します。 

■ よこはまシニアボランティアポイントの推進  拡充 

・活動者拡大のため、寄附・換金対象ポイントの上乗せ等を検討します。また、身近な地域で活躍できる場

を増やすため、介護予防・生活支援サービス補助事業による活動（サービス B）や、サロンなどへ対象事業

を拡大します。さらに、登録後に活動につながっていない方に向けて、情報提供等を行うことにより積極的な

活動参加を支援します。 

 

■ セカンドＳＴＥＰプロモーション事業（退職後の生活・地域情報の提供）  新規 

・セカンド STEP プロモーション事業は、定年退職を迎える世代を対象に、民間企業や区役所などと連

携し、日常生活で活用できる情報や多様な行政サービスの利用方法をＰＲすることで、ビジネスライフ

から自分の住み慣れたまちへ生活基盤を移した際、スムーズに地域に移行できるようサポートします。 

 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 生活支援  

高齢者一人ひとりができることを大切にしながら住み慣れた地域に暮らし続けるために、地域とつながり助け

合える地域づくりが重要です。地域住民、ボランティア、ＮＰＯ法人及び民間企業など多様な主体が連携・協力

し、高齢者の生活に必要な活動やサービスが得られる地域づくりを推進します。また、高齢者が支援を受けるだ

けでなく、自分自身ができることを活かして社会参加することが介護予防・健康づくりにつながります。 

【主な取組】 

 

Ⅱ 地域生活を支えるサービスの充実と連携強化を目指して 

１ 在宅介護・リハビリテーション 

介護保険サービス、介護保険給付以外のサービスについて、多様な事業者の参入を図り、適切なサービス

供給量を確保し、高齢者の在宅生活を支えます。 

重度な要介護者、単身や夫婦のみの高齢者世帯等の方々が住み慣れた地域で安心して生活を継続できる

よう、24 時間対応可能な地域密着型サービスの整備を推進します。 

【主な取組】 

 

 

 

 

 

２ 在宅医療・看護 

医療・介護が必要な場面に応じて適切なサービスを提供するため、在宅医療連携拠点を軸とした医療介護

連携の強化と、人材の確保・育成等の在宅医療提供体制の構築を推進します。 

また、在宅医療や人生の最終段階（看取り等）に係る市民理解の促進のための普及・啓発を進めます。 

【主な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 保健・福祉 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、中心的な役割を担う地域ケアプラザ（地域包括支援センター）の強

化を図ります。また、一人暮らし高齢者や認知症の高齢者の増加に対応し、高齢者の権利や財産を守ることや

虐待防止に取り組むとともに、人生の最後まで自分らしく生きることができるよう、高齢者本人による自己決定を

支援するための取組を進めます。 

■ 住民主体による活動の支援   拡充 

・地域ケアプラザ（地域包括支援センター）・区社会福祉協議会に配置されている生活支援コーディネータ

ー等の関係者が、地域と課題を共有し、住民主体による活動の創出・持続・発展をきめ細かく支援します。

介護予防・生活支援サービス補助事業（サービス B）を活用し、一定の基準を満たす要支援者等の日常生

活を支える住民主体の活動を支援します。 

 

■ 24 時間対応可能な地域密着型サービスの推進  拡充 

・24 時間対応可能な定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機

能型居宅介護を適切に提供できるよう、計画的な整備、周知や質の向上に向けた取組を推進します。 

■ 在宅医療連携拠点・地域ケアプラザ・行政による在宅医療介護の連携強化  拡充 

・医師会と協力し、18 区の在宅医療連携拠点運営の安定と均一化を図るとともに、医療機関や地域ケアプ

ラザ（地域包括支援センター）・関係団体との連携を強化し、在宅医療を更に充実します。 

・医療・介護が必要な場面（入退院時調整・療養生活・急変時対応・人生の最終段階）に応じ、必要な患者

情報をスムーズに共有するための仕組みづくりを行います。(退院調整情報共有ツールの改訂、シーン別（看

取りの場面等）情報共有ツール作成) 

■ 市民・患者・専門職による対話の促進  新規 

・在宅医療や人生の最終段階の医療（看取りも含めた）についての理解を深めるため、地域ケアプラザ（地域

包括支援センター）などの地域の身近な場所で、市民・患者・専門職が、自宅での療養や看取りなど在宅医

療についてそれぞれの立場で話し合い、お互いに学び合うことができる場づくり（既存の場を活用した在宅医

療サロン）を進めます。 
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【主な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 医療・介護・保健福祉の連携 

利用者の状況に合わせて医療・介護・保健福祉が一体的に提供できるよう、地域ケア会議の取組を推進

するとともに、多職種連携・地域との連携を強化し、包括的・継続的なケアマネジメントを推進します。 

【主な取組】 

 

■ 地域ケアプラザ（地域包括支援センター）の強化（質の向上） 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、中心的な役割を担う地域ケアプラザ（地域包括支援センター）の

強化を図ります。介護保険サービスにとどまらない幅広い地域資源等の情報提供や、その人らしい暮らしを支

援できるよう総合相談の強化に取り組みます。 

・区福祉保健センターや関係機関との連携を強化するとともに、職員向け研修の充実など業務の質の向上に

取り組みます。 

■ 本人の自己決定支援（エンディングノート等の作成と普及等）  新規 

・市民一人ひとりが自らの意思で自身の生き方を選択し、人生の最後まで自分らしく生きることができるよう、

これまでの人生の振り返り、これからの生き方を考えるきっかけとなるエンディングノートを作成し、活用のため

の講座を開催します。 

・65 歳になる時期にあわせて、人生の最後まで自分らしく生きることに対し関心を持ち、理解を深める啓発や

各種情報を提供する媒体を作成します。 

■ 社会福祉法人の地域貢献  新規 

・社会福祉法の改正により一層進められる社会福祉法人の地域貢献について、地域のニーズと社会福祉法

人の強みや経験を生かしたコーディネートの仕組みをつくります。また、地域協議会等、社会福祉法人の地域

貢献活動を推進する場を充実させます。 

■ 民間活力の導入  新規 

・医療・介護分野等における新たなビジネス創出の観点から、介護施設や介護事業所など介護現場の課題

解決や負担軽減などにつながる民間企業の技術やノウハウの導入支援を進めます。また、介護事業者等が

先進的な導入事例を共有する機会の創出を検討します。 

■ 地域ケア会議 

・多職種の協働のもと、高齢者の自立支援に資するケアマネジメントを支援し、地域の方々も含めた地域で高

齢者を支えるネットワークを構築するとともに、具体的な地域課題やニーズを必要な社会基盤整備につなげ

ます。 

■ 多職種や地域との連携による包括的・継続的ケアマネジメント支援の強化   拡充 

・高齢者の生活全体を丸ごと（包括的）、どのような状態になっても切れ目なく（継続的）支えるため、医療・介

護に関わる専門機関を中心とした多職種による研修の実施等により、連携を強化します。 

・ケアマネジャーと医療機関との連携強化が図れるよう、医療に関する情報の提供や、ケアプラン作成に必要

な医療の知識を習得するための研修等を実施します。 

■ 医療・介護連携ケアパス（介護サービス等のガイドの作成・活用方法）の検討  新規 

・退院後に自宅で利用できる介護保険サービスや医療の内容に加え、在宅生活復帰を目指して日常生活動

作のリハビリ等を行う介護老人保健施設に関する情報提供など、ご本人やご家族が退院後のケアの見通しを

立てやすくする支援策として、「医療・介護連携ケアパス」（介護サービス等のガイドの作成・活用方法）を検討

します。 
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Ⅲ 認知症にやさしい地域を目指して 

１ 市民理解・地域づくり 

認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた良い環境の中で暮らし続けられる地域を目指して、

認知症に関する正しい知識の普及啓発を行い、市民理解を深めます。また、介護者のニーズに応じた支援を

実施していくとともに、認知症の人の行方不明時の対応の充実や地域の実情に合わせた見守り体制づくりを

進めます。 

【主な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 認知症予防、早期診断・早期対応、医療・介護連携 

認知症の人や家族の意思が尊重され、本人の状態に応じて適切な支援が受けられるよう、支援者の対応

力向上や医療・介護連携の強化に取り組みます。認知症予防や認知症の早期診断・早期対応に向けた体

制づくりを進めます。また、若年性認知症の人や家族への支援の充実を図ります。 

【主な取組】 

 

■ 認知症の人の行方不明時の早期発見等の取組の充実  拡充 

・行方不明となった認知症の人の早期発見と身元不明対策を目的とした見守りツールを導入します。 

・行方不明などにより生命の危険がある認知症の人の早期発見を目的とした、認知症高齢者等ＳＯＳネットワ

ークの取組を各区の状況に応じて推進します。 

■ 認知症サポーターキャラバンの推進  拡充 

・認知症に関する正しい知識を普及するため、地域の団体をはじめ、若年層や認知症の人と接する機会の多

い企業等に対し、認知症サポーター養成講座を積極的に開催します。 

・認知症サポーターが地域のさまざまな場面で活躍できるよう、認知症高齢者グループホーム・認知症対応

型デイサービス等と連携した取組や、活動につながるための仕組みを検討します。 

 

■ 集いの場（認知症カフェ等）の活動支援 

・認知症の人や家族、地域住民などの誰もが気軽に立ち寄り、情報交換や相談を通じて、孤立予防や介護

負担の軽減などが図れる「集いの場（認知症カフェ等）」の取組を推進します。 

■ 認知症初期集中支援チームの全区設置・効果的な活用  拡充 

・認知症初期集中支援チームを全区に設置し、各区の実情に応じた早期診断・早期対応に向けた支援体制

を構築します。 

・認知症疾患医療センター等の専門医療機関や地域医療機関、介護事業者等とも連携を図りながら、認知

症初期集中支援チームの効果的な活用を図ります。 

 

■ 認知症の早期発見・早期対応に向けた取組  拡充 

・認知症の早期発見や軽度認知障害（ＭＣＩ）に関する普及啓発のために、認知症のセルフチェックシートを作

成・周知するとともに、生活習慣の改善に向けたきっかけづくりに取り組みます。 

 

■ 認知症対応力向上研修等の拡充  拡充 

・認知症の早期発見・早期対応や、認知症の状態に応じた切れ目のない適切なサービス提供が行えるよう、

医療関係者を対象とした認知症の対応力向上研修を実施します。かかりつけ医・歯科医師・薬剤師等を対

象とした研修のほか、新たに看護職員向け研修を実施します。 

■ 若年性認知症支援コーディネーターを中心とした支援体制の構築  拡充 

・支援体制の充実を図るため、若年性認知症支援コーディネーターを配置し、若年性認知症の人や家族、

関係者の相談支援を行います。 

・若年性認知症支援コーディネーターを中心に、若年性認知症の自立支援に関わる関係者のネットワークの

調整や支援体制の充実に向け、支援者向け研修を実施します。 
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Ⅳ ニーズや状況に応じた施設・住まいを目指して 

１ 個々の状況に応じた施設・住まいの整備・供給 

重度の要介護者向けの施設や要介護者にも対応した住まい、多様なニーズに対応できる施設・住まいな

ど、必要量に応じて整備・供給します。特に介護需要の増大に対応するため、特別養護老人ホーム等の施

設の整備量を加速します。 

【主な取組】 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

特別養護老人ホーム
※地域密着型特別養護老人ホームを含
む

年度末整備数
（増床数）

14,824
（304)

15,168
(344)

15,593
（425）

16,013
（420）

*1

16,433
（420）

*1

17,033
（600）

認知症高齢者グループホーム 年度末整備数
（増床数）

5,053
(108)

5,072
(19)

5,438
(366)

5,663
(225)

5,888
(225)

6,113
(225)

特定施設
（有料老人ホーム等） 年度末整備数 11,958 12,514 13,289 14,089 14,789 15,489

介護老人保健施設 年度末整備数 9,571 9,571 9,571 9,571 9,571 9,571

介護医療院
（介護療養型医療施設） 年度末整備数 486 422 362 362*2 362*2 362*2

（単位：床）
第７期計画期間

 

 ＊１：ショートステイから本入所への転換分（30 年度 120 床、31 年度 140 床）を含む 

＊２：医療療養病床から介護医療院への転換は含めていない 

※地域医療構想で推計している、2025 年までに療養病床から地域への移行が見込まれる患者数のうち、介護施設で対応

する 185 人分を、特別養護老人ホーム（ショートステイからの転換）等で見込む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 認知症高齢者グループホーム  拡充 

・認知症高齢者が増加し、グループホームを必要とする方が増えることなどから、平成 30 年度から整備量を

倍増し、各年度平均 225 床程度を整備します。 

 

■ 特別養護老人ホーム（サテライト型含む）の整備  拡充 

・要介護認定者や認知症高齢者が急激に増加し、施設入所を必要とする方が増えるため、平成 30 年度の

公募から整備量を年間約 300 床から倍増し、年間 600 床分程度を整備します。 

・サテライト型特別養護老人ホームは、定員 29 人以下の小規模施設で、本体施設と密接な連携を確保しつ

つ、別の場所で運営されます。通常の特養と比べ、人員・設備基準は緩和され、狭い敷地面積でも建設でき

るため、積極的に整備します。 

 

■ 介護医療院（介護療養型医療施設）  新規 

・新たに創設された「介護医療院」は、慢性期の医療・介護ニーズを併せ持つ高齢者を対象に、「日常的な

医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設です。

今後、介護療養型医療施設及び医療療養病床からの転換や新設に向けた検討を行います。 

 

■ サービス付き高齢者向け住宅の供給支援  拡充 

・生活相談や安否確認サービスが提供されるサービス付き高齢者向け住宅について、国の制度等を活用し

て供給を支援します。 
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Ⅴ 安心の介護を提供するために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 相談体制・情報提供の充実 

多様化する高齢者の施設や住まいについて、身近な場所できめ細かな情報提供や相談対応を行うため、

「高齢者施設・住まいの相談センター」の機能拡充や、「施設のコンシェルジュ」の体制強化に取り組みます。 

【主な取組】 

 ■ 施設・住まいの相談体制や情報提供の充実  拡充 

・特別養護老人ホームの入所申込の一括受付や、高齢者の施設・住まいに関するサービスの情報提供を行

っている「高齢者施設・住まいの相談センター」について、今後は、より身近な場所で相談対応や情報提供が

行えるように機能拡充を進めます。 

・特別養護老人ホームの入所申込者に対して電話等によるアプローチを行う「施設のコンシェルジュ」につい

て、入所申込者に寄り添いながら、個々の状況に適したサービスの選択につなげることができるよう体制を強

化します。 

■ 新たな住宅セーフティネットの取組の推進  新規 

・高齢者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅を都道府県等に登録する「新たな住宅セ

ーフティネット制度」が創設されたことから、本制度も活用しながら、重層的な住宅セーフティネットの構築を進

めます。 

■ 生活援助員派遣事業  拡充 

・公営住宅等に入居している支援の必要な方に対し、生活援助員を派遣し、生活相談、助言や安否確認、

緊急時の対応を行います。また、高齢者用市営住宅等については緊急通報システムを備え、24 時間緊急

対応を行います。 

１ 新たな介護人材の確保 

若年者、中高年齢者、海外からの介護人材など様々な人材層を対象に、新たな介護人材の確保と将来

の介護人材の養成に取り組みます。 

【主な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 資格取得と就労支援の一体的な支援  拡充 

・40～60 歳代の求職者などを対象とした介護職員初任者研修の受講と就労を一体的に支援し、市内の介

護人材不足解消につなげます。 

・外国籍の生徒・外国につながる生徒や定時制高校に通う高校生には、必要に応じて日本語研修を行うとと

もに、介護職員初任者研修の受講と就労を一体的に支援し、将来の介護人材の確保・育成につなげます。 

 

■ 住居確保の支援  新規 

・新たな人材の確保の一環として、新たに介護職員となる人（海外から来日する介護人材を含む）等を対象と

した住居確保の支援を実施します。 

・高齢化の進む大規模団地の活用や介護職員による地域貢献につながる仕組みについてもあわせて検討し

ます。 

 

■ 外国人活用に向けた受入促進の検討  新規 

・経済連携協定(EPA)を締結している３か国を中心に、日本語を母国で勉強している学生を横浜市内に留学

生として受け入れ、「住居」、「仕事」、「就学・生活支援」を一体的に支援し、新たな介護人材確保を目指しま

す。 

・入国管理法の改正による在留資格「介護」の制度化や、介護の技能実習制度で来日した人に対して介護

福祉士受験資格が付与される制度改正が行われたことを受け、介護職場への外国人受け入れに向けた支

援策等について、調査・検討を進めます。 
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２ 介護人材の定着支援 

介護職員の定着を図るため、働きやすい職場づくりや介護職員の負担軽減に向けた取組を支援します。 

【主な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 専門性の向上 

介護現場の中核を担う人材の育成、各種専門性向上のための研修実施、多職種との連携などにより、介

護人材の専門性を高める取組を推進します。 

【主な取組】 

 

Ⅵ 地域包括ケア実現のために 

■ 高齢者雇用を伴う介護ロボット等導入支援  新規 

・高齢者の社会参加促進と、新たな担い手として高齢者の活躍を支援するとともに、介護人材不足に対応す

るため、高齢者雇用を条件に介護ロボット（センサーによる見守り機器、排泄予知機器）等の福祉機器の導入

費用の一部を支援します。 

 

■ 介護事業所のための質の向上セミナー 

・介護事業所の管理者向けのセミナーを開催し、人材育成を含めた職場環境の改善、運営能力の向上、サ

ービスの質の向上を図ります。 

■ 経営者向け研修  新規 

・介護施設の経営者層向けに人材育成など、経営マネジメントの研修を行います。 

■ 事業所単位表彰制度の創設  新規 

・高齢者の生活の質の向上に資するような効果的な機能訓練プログラム等を実施している介護事業者の取

組を評価し、事業所単位の表彰制度を創設します。また、その取組を他の事業所へも広く周知することで、

市内事業所全体のサービスの質の向上を図ります。 

■ 外国人介護職員等への支援  拡充 

・介護施設で働く在留外国籍市民や外国につながる市民を対象に日本語学習の支援を通年で行い、研修に

参加できない場合でも学習できるよう動画配信等を実施します。 

 

１ 高齢者が安心して暮らせる社会づくりにつながる環境整備 

施策検討におけるデータ活用の促進や、よりきめ細かな地域分析などを行うため、ＩＣＴを活用した取組を

推進します。また、高齢者を含む全ての人にやさしいまちづくりを、ソフトとハードの両面で進めます。 

【主な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ICT の活用（データ活用の促進、地域ニーズや社会資源の把握・分析等）  新規 

・日常生活圏域単位で介護データ等を分析・活用するためのデータベースシステムを新たに構築し、医療分

野のデータベースシステムと連携します。介護と医療のデータを施策や事業の検討に活用します。 

■ 高齢者にやさしい・安心のまちづくりの推進 

・横浜市福祉のまちづくり条例に基づき、建築物や道路、公園、駅舎等の公共交通機関の施設などについ

て、高齢者を含む全ての人にやさしい施設整備を進めます。また「福祉のまちづくり推進会議」において、市民

や事業者等から幅広く意見を聞きながら、ハード・ソフトの両面から福祉のまちづくりを総合的に推進します。 
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２ 介護サービスの適正な量の提供及び質の向上 

要介護認定の適正な事務執行に努めます。また、サービスの質の向上と事業者の透明性を高めるため、

第三者評価の受審や介護相談員の派遣を実施します。 

さらに、利用者に対して適切にサービスが提供されるよう、介護給付費の適正化を進め、事業者に対する

指導・監査体制を強化します。 

【主な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市民に分かりやすい情報の公表と発信 

利用者やその家族が適切にサービスを選択できるよう、様々な媒体を通じて、各種制度やサービス事業者

の周知・広報を進めます。 

【主な取組】 

 

 

 

 

 

４ 苦情相談体制の充実 

利用者が安心してサービスを利用できるよう、身近な場所で苦情相談できる体制を確保するとともに、苦情

内容に対して関係機関で連携し、迅速かつ的確な対応を行います。 

■ 介護給付費等適正化の推進（要介護認定の適正化・ケアプラン点検等） 

・要介護認定調査の平準化を図るために、認定調査員に研修を行うとともに、審査会の平準化を図るため

に、審査会委員を対象に研修を行います。また、調査内容の点検方法や業務の標準化に取り組み、認定事

務の効率化を進めます。 

・介護給付データ等を活用し、ケアマネジメントスキル向上のための支援の仕組みづくりに向けて、利用者

個々の自立支援に資する適切なサービスを組み合わせたケアプランの作成を支援します。 

■ 介護保険事業者に対する指導・監査の強化 

・介護保険事業者に対し、集団指導講習会等を通じて法令等の周知や運営に関する指導・助言を行い、介

護サービスの質の向上を図ります。 

・定期的に介護保険事業所等の運営状況の確認を行えるよう、外部委託による実地指導の対象サービスを

拡大するなど、より効率的・効果的な指導・監査を実施します。 

 

■ 介護サービス情報の公表の推進 

・利用者が介護サービス事業者等を選択できるよう、また市内事業所等が提供する介護サービスに係る情

報を円滑かつ容易に取得できるよう、ホームページにより公表します。 

 



よこはま地域包括ケア計画
第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

計画期間：2018年度～2020年度
（平成30年度～32年度）

横　  浜　  市
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